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令和８年２月市議会通常会議
教育厚生常任委員会説明資料

議案第３７号

大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例の
制定について

１ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律
第47号）の一部の施行に伴う改正について

２ 賦課限度額及び軽減判定所得の変更について

令和８年３月１６日

健康福祉部保険年金課
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１ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）
の一部の施行に伴う改正
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（１）改正理由

（２）改正内容

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）の

一部施行により、令和８年４月１日から「子ども・子育て支援納付金」を徴収す

ることとされることに伴い、国民健康保険法施行令の一部が改正された。

ついては、本市の国民健康保険についても同様の措置を講ずるため、大津

市国民健康保険条例の一部を改正する。

保険料の賦課額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加する。子ども・

子育て支援納付金賦課額は、所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額に、18歳以上被保険者につき算定した18歳以上被保険者均等割

額の総額を加算した額とする。なお、18歳以下の被保険者均等割額は全額軽

減措置を講ずる。
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（４）施行期日

令和８年４月１日

世帯数 ： 全世帯（約４０，０００世帯）

保険料 ： 約１７６，５３６千円（県への算定納付金）

１ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）
の一部の施行に伴う改正

（３）影響世帯数見込み
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１ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）
の一部の施行に伴う改正
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こども家庭庁ホームページ.「子ども・子育て支援金制度について」.
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

１－１ 医療保険加入者一人当たり平均月額について
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⚫ 児童手当の抜本的な拡充
所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額（令和6年10月から）

⚫ 妊婦のための支援給付（出産・子育て応援交付金）
妊娠・出産時に10万円の経済支援（令和7年4月から）

⚫ 乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設（令和8年4月か
ら）

⚫ 出生後休業支援給付（育休給付率の手取り10割相当の実現）
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28
日間手取り10割相当となるよう給付の創設（令和7年4月から）

⚫ 育児時短就業給付（育児期の時短勤務の支援）
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金
額の10％を支給（令和7年4月から）

⚫ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期
間の国民年金保険料を免除（令和8年10月から）
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１－２ 支援金の使途について



Otsu City令和７年５月厚生労働省資料
「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う国保事業納付金及び標準保険料率の算定方法について」

１－３ 18歳以上被保険者均等割額について
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※均等割：被保険者全員にかかる定額保険料



Otsu City

（１）改正理由

（２）改正内容
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（３）施行期日

「令和８年度税制改正の大綱」（令和７年12月26日閣議決定）において、国民健康保険税

の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２

割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正することが決定した。これに伴い、国民健康保

険料についても同様の措置を講ずるため、国民健康保険法施行令の一部が改正された。

ついては、本市の国民健康保険についても同様の措置を講ずるため、大津市国民健康保険

条例の一部を改正する。

１ 賦課限度額の変更

 基礎賦課分に係る賦課限度額を引き上げる。

２ 軽減判定所得の変更

  低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準につ

いて、被保険者数に乗ずる金額を引き上げる。

令和８年４月１日

２ 賦課限度額及び軽減判定所得の変更



Otsu City令和７年12月厚生労働省資料「令和８年度税制改正の概要（厚生労働省関係）」 9

２ 賦課限度額及び軽減判定所得の変更
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（３）賦課限度額の改正経過

現行 改正後

基礎分 ６６万円 ６７万円

後期高齢者支援金等分 ２６万円 ２６万円

介護納付金分 １７万円 １７万円

合 計 １０９万円 １１０万円

（２）影響世帯数見込み【基礎分】（令和８年１月時点）
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２－１ 賦課限度額の変更について

世帯数 ： 約５５０世帯

保険料収入 ： 約５，３００千円増

令和６年度 令和７年度 令和８年度

基礎分 ６５万円 ６６万円 ６７万円

後期高齢者支援金等分 ２４万円 ２６万円 ２６万円

介護納付金分 １７万円 １７万円 １７万円

合 計 １０６万円 １０９万円 １１０万円

基礎賦課分に係る賦課限度額について、現行の66万円から１万円引き上げ、

67万円とする。

（１）改正内容
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（２）影響世帯数見込み（令和８年１月時点）

【５割軽減の見直し】

   （改正前）基準額＝４３万円＋３０．５万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)

   （改正後）基準額＝４３万円＋    ３１万円×被保険者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)

【２割軽減の見直し】

   （改正前）基準額＝４３万円＋５６万円 ×被保険者数 ＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１） 

   （改正後）基準額＝４３万円＋５７万円 ×被保険者数 ＋１０万円 ×（給与所得者等の数－１）

11

２－２ 軽減判定所得の変更について

世帯数 ： 約１４８世帯

保険料収入 ：約５，４００千円減

５割軽減の基準については、世帯における被保険者数に乗じる金額を３０万５千円から３１万円

に、２割軽減の基準については、世帯における被保険者数に乗じる金額を５６万円から５７万円

に引き上げる。

（１）改正内容
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２－２ 軽減判定所得の変更について

（３） 所得判定基準額の改正経過

【２割軽減】

令和６年度 43万円＋54.5万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和７年度 43万円＋   56万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和８年度 43万円＋   57万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

【５割軽減】

令和６年度 43万円＋29.5万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和７年度 43万円＋30.5万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和８年度 43万円＋   31万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和６年度 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和７年度 変更なし

令和８年度 変更なし

【７割軽減】
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（４）所得判定基準額による軽減実績

２割軽減 ５割軽減 ７割軽減 合計

令和４年度

金額 91,301千円 257,794千円 672,904千円 1,021,999千円

世帯数 5,136世帯 5,724世帯 12,992世帯 23,852世帯

令和５年度

金額 85,847千円 251,185千円 652,568千円 989,600千円

世帯数 4,899世帯 5,659世帯 12,562世帯 23,120世帯

令和６年度

金額 58,843千円 169,652千円 439,695千円 668,190千円

世帯数 4,623世帯 5,274世帯 12,049世帯 21,946世帯
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２－２ 軽減判定所得の変更について
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